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ID&Eホールディングス責任ある調達に関する行動ガイドライン 

 

ID&E ホールディングス・グループ（以下ID&E グループ）は、サプライチェーン上及び調達に

関わるステークホルダーとの間で、公正かつ適切な関係を構築する重要性を認識し、東京海上

グループが掲げる「責任ある調達に関するガイドライン」（別添）に基づき、公平・公正な調

達等に取り組むことを約束します。 

 

（別添） 

東京海上グループ 責任ある調達に関するガイドライン 

 

東京海上グループは、ビジネスパートナー（東京海上グループに物品や役務を提供するサプラ

イヤー、業務委託先、代理店などの事業者）の皆様とともに、バリューチェーン全体を通じて責

任ある調達および調達慣行を推進します。そして、安心・安全で持続可能な社会の実現と持続的

な成長をめざします。 

責任ある調達に関するガイドライン（以下、「本ガイドライン」）は、東京海上グループにお

ける関連方針等※を踏まえ、責任ある調達を推進するためのガイドラインとして制定しており、

ビジネスパートナーの皆様にもご理解・ご協力をお願いする事項を定めています。また、ご自身

のビジネスパートナーに対しても、本ガイドラインに沿った取組みへのご理解・ご協力をお願い

することが期待されます。 

※  東京海上グループ コンプライアンス行動規範、東京海上グループ サステナビリティ憲章、東京海上グループ

健康憲章、東京海上グループ人権基本方針、東京海上グループ環境基本方針 等 

 

1. 公平・公正な取引 

1.1 法令遵守・国際規範の尊重 

事業活動にあたっては、適用される各種法律・規則を厳格に遵守します。国際規範を尊重し、各

国の法令を遵守するとともに、東京海上グループ各社が事業を展開する各国の慣習・文化を尊重し

ます。各種法律・規則には、環境、人権、労働、製品・安全関連の法令・規則を含みます。 

1.2 公正かつ自由な競争 

独占禁止法等の関係法令を遵守して事業を遂行します。談合やカルテル等、公正で自由な競争を

さまたげる行為を行いません。 

1.3 商品・サービスの品質・安全性 

各国・地域の法令等を遵守し、商品サービスの品質や安全性の確保・向上に努めます。 

1.4 知的財産権の保護 

著作権、商標権、特許権等の知的財産権を尊重し、これらの権利を侵害しないよう、十分に留意

します。 

1.5 反社会的勢力との取引禁止 

反社会的勢力による圧力に屈することは、結果的に反社会的な行為を助長することになります。

自らの社会的責任を十分に認識し、反社会的勢力に対しては、毅然とした態度を維持していきま 

す。 

1.6 マネー・ローンダリングの防止 
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されることがないよう、防止に努めます。 

1.7 政治活動・政治資金、腐敗防止 

選挙、政治活動、政治資金等に関する法令を遵守し、公正な姿勢を貫きます。業務上の地位を利

用して、金品その他の不正な利益を得ることや、法令に違反したり、社会的に不相当な接待・贈答

の授受をすることは認めません。また、公務員またはこれに準じる者への不当な接待・贈答・便宜

の供与その他の利益の供与を行うことは認めません。 

1.8 通報者の保護 

内部通報制度の整備に努め、通報者の匿名性を保護し、通報者等に対する報復を排除します。 

2. 人権尊重と労働 

2.1 強制労働、人身取引の禁止 

強制労働を認めません。また、債務労働や人身取引を含む、いかなる形態の奴隷労働も認めませ

ん。 

2.2 児童労働の禁止 

児童労働を許容せず、法に定められた最低就業年齢を守ります。また、若年労働者を、危険有害

労働に従事させません。 

2.3 結社の自由と団体交渉権 

労働者の結社の自由および団体交渉権に関する基本的な権利を尊重します。 

2.4 差別・ハラスメントの禁止 

性別、ジェンダー、性的指向・性自認、年齢、職業、国籍、人種、思想、信条、宗教、社会的地

位または門地、心身の障がいに基づく、いかなる差別も行いません。また、セクシュアル・ハラス

メント、パワーハラスメント、体罰、いじめ等の非人道的な扱いを含め、身体的、精神的であるこ

とを問わず、いかなる形態のハラスメントも認めません。 

2.5 多様性の尊重とインクルージョンの推進 

労働者等一人ひとりがお互いの個性と多様性を尊重し、意欲と能力のあるすべての労働者等が性

別、ジェンダー、性的指向・性自認、年齢、職業、国籍、人種、思想、信条、宗教、社会的地位ま

たは門地、心身の障がいの有無に関わらず能力を最大限発揮することのできる環境の整備に努めま

す。情熱とチャレンジ精神をもって取り組む労働者等に対して、キャリア開発と成長の機会を均等

に提供するよう努めます。 

2.6 適切な労働時間管理と賃金の支払 

労働関連法令を遵守し、適切に労働時間の管理や賃金・給与・報酬の支払を行います。 

2.7 労働安全衛生と健康管理 

労働者等の安全や健康、生活条件に配慮し、活力ある職場環境の確保および労働者等の健康増進

に努めます。 

3. 地球環境の保護 

3.1 気候変動対策 
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進します。再生可能エネルギーの分野における商品・サービスの提供等を通じて、クリーンエネル

ギーの普及を促進し、脱炭素社会への移行やカーボン・ニュートラルの実現に貢献していきます。 

3.2 災害レジリエンス 

災害等の緊急事態に備え、平時より事業継続計画書を制定するなど危機管理態勢の整備に努めま

す。災害発生時には、人命を最優先とした行動をとりつつ、正確な状況の把握や迅速かつ的確な指

示・行動によって混乱の回避や適切な調達を維持しながら、業務継続および災害からの復旧に努め

ることで災害レジリエンスの向上に貢献していきます。 

3.3 環境負荷の低減と資源の有効利用 

資源・エネルギーの消費や廃棄物の排出による環境への負荷を認識し、省資源、省エネルギー、

脱炭素・低炭素、資源循環、自然共生およびグリーン購入等をバリューチェーン全体の視点で推進

し、環境負荷の低減に努めます。資源の削減、再利用、再資源化（3R）を推進し、サーキュラーエ

コノミーの構築に貢献していきます。 

3.4 自然資本と生物多様性の保全 

地球環境との調和、環境の改善に配慮した事業活動を実践し、環境保護活動等を通じて自然資本

や生物多様性・湿地の保全、ネイチャー・ポジティブの実現に貢献していきます。 

4. 情報セキュリティ 

4.1 個人情報・プライバシーの保護 

個人のプライバシーを侵害しないよう、関係法令やプライバシーポリシーに従い、個人情報等の

管理を徹底します。 

4.2 機密情報の取扱い 

自社のみならずお客様や第三者から受領した機密情報については、社内等のルールに従って適正

に管理し、権限のない者に機密情報を開示したり、利用目的以外のために機密情報を利用しませ 

ん。 

4.3 サイバーセキュリティの推進 

サイバーセキュリティの確保・強化のための対策を講じ、被害の防止・軽減に努めます。 

5. 管理体制の構築と情報開示 

5.1 苦情処理メカニズムの構築 

自社やビジネスパートナーの労働者が利用可能な苦情処理メカニズムの構築、運用、継続的改善

に努めます。 

5.2 情報開示・コミュニケーション 

適時適切な情報開示やビジネスパートナーへのエンゲージメントを通じて、ステークホルダーと

のコミュニケーションを充実します。 

 

 

策定 2024.5.15 

改訂 2026.3.19 
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